
　臨時的かつ緊急な職務に対応するため、働きたい期間や職種などの条件をあらかじめ登録していただき、登録
された人の中から条件に合う人を選考し任用します。ただし、登録により必ず採用されるとは限りません。
※民間企業において職員を採用する場合は｢雇用｣といいますが、公務員を採用する場合は「任用」といいます。

●登録の有効期間
　４月１日～令和６年３月31日
●受付期間
　３月７日㈫まで
　※募集期間以降も随時受け付けます。

●応募資格
①日本国籍を有する人
②地方公務員法の欠格事由に該当しない人

●応募方法
　必要事項を記入し、写真を貼付した「登
録申請書」を持参または郵送により人事課
に提出してください。登録申請書は、人事
課、各支所および市のホームページで入手
できます。
※登録申請書は返却しません。登録有効期
間の終了後、市が適正に破棄処分しま
す。

●任用までの手順
①登録申請書提出
②会計年度任用職員に登録
③募集発生
④書類選考
⑤募集部署から連絡
⑥履歴書など必要書類の提出
⑦任用

●業務内容
①一般事務
　パソコンによる書類作成、データ入力などの事務補助
②有資格者など…看護師などそれぞれの専門的業務
③草刈等作業員
④発掘・整理作業員…発掘調査に伴う掘削、運搬、遺物・遺構
検出、発掘調査出土品の洗浄、注記、図化など専門的業務

●報酬（時給）
①一般事務…８９０円
②有資格者
　・保健師など…………………………１,２３０円
　・看護師、管理栄養士など…………１,１５０円
　・保育士………………………………１,１１０円
　・准看護師、栄養士、歯科衛生士…１,０５０円
　・調理員…………………………………８９０円
③草刈等作業員
　・１,０９０円（草払機など持ち込み、替刃・燃料など自己負担）
　・８９０円（草払機などの持ち込みがない人）
④発掘・整理作業員･･･８９０円～９８０円

※本単価は令和４年４月１日現在のものであり、報酬改定な
どにより報酬単価が変わる場合があります。

※勤務時間や任用期間により、健康保険および雇用保険が適
用になる場合があります。

※会計年度任用職員の職種によっては、個別に広く一般募集
を行う場合があります。その場合は、この登録制とは別に
応募する必要があります。

問人事課（西有家庁舎）　☎７３－６６２３　〒859-2211 西有家町里坊96番地2

会計年度任用職員登録者を募集

おいしい南島原ブランド認定商品の募集について
　市では、市内の優れた農林畜水産品や加工品などを市の推奨品として認定し、市内外
に向け広くPRすることで、認定した商品の認知度向上、販路拡大を支援する「おいし
い南島原ブランド認定制度」を創設しています。
　現在、193品目を認定していますが、市内にはまだまだ市が誇る優れた商品が存在し
ます。皆さんからの多数の応募をお待ちしています。

●認定商品について
　・ロゴマーク使用権を付与し、市の推奨品であることを明確

にします。
　・市ホームページへの掲載や物産展、メディアでのPRなどを

積極的に行います。
　・「おいしい南島原ブランド認定商品活用推奨事業補助金」を

活用し、地元消費の拡大および知名度向上を図ります。
　・認定期間は、３年間です。

●対象商品
　・市内で生産された農林畜水産品
　・市内で製造された加工食品、飲料品および工芸品 など

●申請資格
　市内に住所または主たる事業所を有
し、申請する商品の生産、製造または販
売などの権利を有する事業者

●受付期間…２月20日㈪まで
も市ホームページまたは商工振興課に備えて
いる申請書に必要事項を記入の上、郵送ま
たは持参にて提出してください。

※商品の写真については、Ｅメールでデータ
の提出を併せてお願いします。

問商工振興課（西有家庁舎） ☎７３－６６３３
〒859－2211 西有家町里坊96番地2  Ｅメール： shoukou@city.minamishimabara.lg.jp

「おいしい南島原」ブランド認定商品を募集します

　ふるさと納税を通じて、市の魅力発信、地元特産品の PR や販路拡大による地域経済の活性化を図るため、寄附
者への返礼品提供にご協力いただける事業者を募集します。
　新規出品事業者を対象とした相談会を開催しますので、興味がある人は、ぜひご参加ください。

と２月24日㈮  午後２時～８時
ば西有家庁舎　３階会議室
なふるさと納税制度の説明、個別相談など

対市内事業者
し２月20日㈪
も電話で申し込んでください。

問地域づくり課（西有家庁舎） ☎７３－６６３１

ふるさと納税新規出品事業者募集‼

　ネット販売に興味がある農林水産物の生産者などを対象
に、セミナーを実施します。
　「産直ECって何？」という点から、販売のポイントや成
功事例、売り上げを伸ばしている生産者の体験談などを聞
くこともできます。

●産直アウルとは？
インターネット上の産地直送サービスで、送り状の記載
サービスを実施しています。

●セミナーの内容（講師：産直アウルスタッフ）
①産直ECの現状
②販売のポイント（写真、商品名、説明）
③利用生産者体験談　など

●参加者特典
①産直アウルの特集ページまたはトップページに掲載
②アフターフォロー無料サービス

と２月21日㈫  午後６時～７時
ば有家庁舎　３階会議室
定40人（先着順）
り無料
対市民（農林水産物の生産者など）
し２月14日㈫
も農林課窓口、電話または必要事項（氏名、住所、
電話番号）を記載の上、Eメール、FAXで申し
込んでください。

問農林課（有家庁舎） ☎７３－６６６１　FAX：８２－０２１７
Ｅメール：nougyousenryaku@city.minamishimabara.lg.jp

ネット販売はじめてセミナー

市役所の担当課がわからないときは 南島原市役所　☎73－6600 へ ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ
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